
 
 

教員の表彰に関する要綱 

  （目的） 

第１条 この要綱は、勤務成績が優良で、地道な努力を重ね優れた実績をあげている教員を

表彰することにより、教員及び学校全体の教育力の向上を図ることを目的とする。 

  （定義） 

第２条 教員とは、川崎市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の総括教諭、

教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師をいう。 

  （表彰項目） 

第３条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する教員に対して行う。 

（１） 日々の学校教育活動において地道な努力により、優れた実績をあげている者 

（２） 学校運営の改善や学校組織の活性化等に積極的に取り組み、優れた実績をあげて 

いる者 

（３） 保護者や地域との連携に積極的に取り組み、優れた実績をあげている者 

（４） その他、特に表彰することが適当と認められる優れた実践等を行っている者 

 (表彰候補者の推薦等) 

第４条 表彰候補者の推薦は、次のいずれかの方法により行う。 

（１） 校長が、教員表彰推薦書（第１号様式）を教育委員会（以下「教委」という。）に提出

し、推薦する。 

（２） 自ら表彰を受けようとする教員は、教員表彰申込書（第２号様式）を校長に提出し、

校長は副申書（第３号様式）を添え教委に提出する。 

（表彰選考委員会) 

第５条 教委は、別表１に掲げる職員等で構成する表彰選考委員会（以下「選考委員会」と

いう。）を設置し、表彰を受ける者の選考を行う。 

２ 前項の選考に当っては、事前に別表２に掲げる職員で構成する予備審査会において前

条に規定する提出書類について審査を行い、その結果を選考委員会に報告する。 

３ 委員長は教育長の職にある者を、副委員長は職員部長の職にある者をもって充てる。 

４ 委員長は会務を総理し、選考委員会を代表する。副委員長は委員長を補佐し、委員長

が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 選考委員会を行うに当たっては、表彰候補者の個人情報の保護に十分に配慮し、選考

の審議は非公開とする。 

６ 教委は、選考の結果を校長及び表彰候補者に対し通知する。 

   （表彰の方法等） 

第６条 表彰は、表彰状を授与することにより行う。 

２ 表彰は、毎年１回行うこととする。 

   （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 



 
 

     附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

     附 則 

この要綱は、平成１７年６月 1 日から施行する。 

     附 則 

この要綱は、平成１８年７月 1 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。 

 

 

別表１  

(１) 教育長 

(２) 総務部長 

(３) 職員部長 

(４) 学校教育部長 

(５) 総合教育センター所長 

(６) 校長４名以内 

(７) 保護者代表１名 

(８) 学識経験者１名 

 

別表２ 

（１） 職員部教職員課担当課長 

（２） 総合教育センターの室長 

（３） 総合教育センターの指導主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（第 1 号様式） 

教 員 表 彰 推 薦 書 

年   月   日 

（あて先）川崎市教育委員会 

（推薦者）川崎市立             学校 

校長                  印 

教員の表彰に関する要綱第４条第１項の規定により、次のとおり推薦します。 

所  属 
学校  

ふりがな

候補者の氏名 
 

生年月日  
昭和   年   月   日 

（   歳）
職種名 

 

担任学級  担当教科 
 

校務分掌  特別活動等 
 

勤続年数    年（    年採用） 
現任校赴任 

年月日 
年  月  日から

該当する表彰項目 第３条 （１）  （２）  （３）  （４）   いずれかに○印をしてください 
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由
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※用紙が不足するときは、Ａ４用紙を適宜使用してください。 

  なお、推薦内容に関連する資料を添付してください 



 
 

（第２号様式） 

教 員 表 彰 申 込 書 

年   月   日 

（あて先）川崎市教育委員会 

（申込者）川崎市立             学校 

氏名                  印 

教員の表彰に関する要綱第４条第１項第２号の規定により、次のとおり申請します。 

所  属 
学校  

ふりがな

候補者の氏名 
 

生年月日  
昭和   年   月   日 

（   歳）
職種名 

 

担任学級  担当教科 
 

校務分掌  特別活動等 
 

勤続年数    年（    年採用） 
現任校赴任 

年月日 
年  月  日から

該当する表彰項目 第３条 （１）  （２）  （３）  （４）   いずれかに○印をしてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応
募
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理
由
・
内
容 

 

※用紙が不足するときは、Ａ４用紙を適宜使用してください。 

  なお、申込内容に関連する資料を添付してください 



 
 

（第３号様式） 

副    申    書 

年   月   日 

（あて先）川崎市教育委員会 

川崎市立             学校 

校長                  印 

教員の表彰に関する要綱第４条第１項第２号の規定により、本校教員から提出された教

員表彰申込書について、次のとおり副申します。 

 

＜校長所見＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※用紙が不足するときは、Ａ４用紙を適宜使用してください。 



 
 

教員表彰制度の概要 

１ 制度の目的 

現在の学校教育には、教員のさらなる資質向上が求められており、地道な努力により教科

指導や児童生徒指導等さまざまな面で実績をあげている教員を表彰し、努力に報いることは、

教員全体さらには学校全体の教育力の向上につながり、保護者・地域等からの教育への信

頼にも応えることになる。 

そのため本制度では、表彰制度の実施と実践発表等の表彰結果の活用を目的とする。 

 

２ 表彰の対象者 

 表彰の対象者となる教員（管理職及び指導主事を除く）は、川崎市立の小学校、中学校、

高等学校及び特別支援学校の総括教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、栄養教

諭及び講師のうち、次に該当するものとする。 

表彰の対象者 

 勤務成績が優良であり、かつ、次の１～４のいずれかに該当している者 

 １ 日々の学校教育活動において地道な努力により、優れた実績をあげている者 

  （職務遂行に成果が反映されている研修や研修実績を含む。） 

 ２ 学校運営の改善や学校組織の活性化等に積極的に取り組み、優れた実績をあげている

者 

 ３ 保護者や地域との連携に積極的に取り組み、優れた実績をあげている者 

 ４ その他、特に表彰することが適当と認められる優れた実践等を行っている者 

  表彰の基準 

次の事項に関する評価において、優れた実績があると判断される者を表彰する。 

① 児童生徒の意欲の向上   

② 児童生徒指導への取組   

③ 学級づくりの推進 

④ 児童生徒の心のケア 

⑤ 児童生徒の身体の健全な育成 

⑥ 学校運営の改善 

⑦ 学校組織の活性化 

⑧ 校務の能率化 

⑨ 教職員の意識啓発 

⑩ 保護者や地域との連携 

⑪ 地域の教育力の向上又は導入 

⑫ 安全管理等への対応 

 

 



 
 

３ 推薦の手順 

候補者の推薦は、「校長推薦」と「自己推薦」の２方式とする。 

「校長推薦」の場合は、校長が推薦書を作成し、教育委員会事務局教職員課に提出する。

「自己推薦」の場合は、教員が申込書を校長に提出し、校長が副申書を添えて教育委員会

事務局教職員課に提出する。 

いずれの場合においても、研究成果等の実績に関する文書等を参考資料として添付する。

なお、実績については、「日々の学校教育活動」や「職務」に反映されているものでなければな

らない。 

校長は、推薦書又は副申書作成の際、「表彰の対象者」の各項目や、「表彰の基準」を参

考とする。 

 

４ 選考方法 

 候補者の推薦を受けた教育委員会は、表彰選考委員会（以下「選考委員会」という。）を設

置する。 

選考委員会は、教育長、教育委員会事務局職員及び校長４名以内並びに外部委員によ

る委員構成とし、推薦書、予備審査会からの報告などにより選考を行い、表彰者を決定する。  

なお、表彰者の人数は１０人以下とする。 

外部委員については、保護者の意見を参考にするため保護者代表１名及び教育実践の

分野に詳しい学識経験者１名を含める。また選考委員会では、教員個人の情報や選考によ

る権利利益に関することを含むことから、非公開とする。 

 

５ 表彰方法 

 選考の結果については、校長及び教員本人に通知する。表彰決定者には、教育長より表

彰状と記念品を授与する。表彰は１２月に行う。また表彰と同時に、被表彰者については、

表彰の対象となった実績等の発表の場を設ける。 

表彰結果の広報は、報道機関や教育委員会の広報を通じ広く公表し、保護者や地域に周

知する。 

 

６ 活用 

被表彰者は、大学の公開講座の講師、総合教育センターの研修講師等に登用する。 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

教員表彰制度の流れ 

 

 

７月上旬 

 

８月上旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

 

10 月 

 

12 月 

 

次年度 

 

 

募      集 

 

候 補 者 の 推 薦 

 

 

校長推薦                  自己推薦 

 

推薦書(第１号様式)の提出          申込書(第２号様式) 

副申書(第３号様式)の提出

 

 

教 育 委 員 会 

 

表 彰 選 考 委 員 会 

 

表    彰 

 

大学の公開講座の講師、総合教育センターの研修講師等 

 

          


